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広報春日井 令和５年 6 月号広報春日井 令和５年 6 月号1313

会議の公開
会議 担当課 詳細

立地適正化計画検討
小委員会 都市政策課

☎85－6264

時 6月14日(水)午後2時30分から
場  市役所3階行政委員会室　　定 10人(先着順)

都市計画審議会 時 7月7日(金)午後2時から
場  市役所南館4階第3委員会室　　定 10人(先着順)

教育委員会定例会 教育総務課
☎85－6436

時 6月16日(金)、7月13日(木)午後1時30分から
場 市役所南館4階第3委員会室　　定 10人(先着順)
申 当日午後1時から、第3委員会室へ

多文化共生審議会 ささえ愛センター
☎56－1943

時 6月16日(金)午前9時30分から
場  市役所南館4階第3委員会室　　定 10人(先着順)

地域福祉計画推進協議会 地域福祉課 
☎85－6184

時 6月27日(火)午後2時から
場 総合福祉センター　　定 10人(先着順)
申 6月1日(木)から、地域福祉課へ

　｢水道水　安心・安全　これからも｣をスローガン
に掲げ、全国一斉に啓発活動を実施します。水道週
間を通して、改めて水道の大切さについて考えてみ
ましょう。
パネル展示
時 5月30日(火) ～ 6月5日(月)
場 市役所1階市民ホール

6月1日～ 7日は水道週間
上下水道経営課 ☎85－6406

　令和5年1月2日～令和6年1月1日に新築された家
屋は、令和6年度から固定資産税の課税対象となり
ます。固定資産の評価額・税額を算定するための調
査に関する書類を所有者に送付しますので、確認を
お願いします。増築・改築    や取り壊した家屋があ
るときは連絡してください。
※改築…主要構造部の大規模な更新

新築・増築・改築などの家屋調査
資産税課 ☎85－6105

( ※ )

「ページ番号検索」に
ID入力で簡単検索■ 市ホームページ

時 とき　場 場所　内 内容　対 対象　定 定員
ID申 申し込み　　   市ホームページ ID



広報春日井 令和５年 6 月号広報春日井 令和５年 6 月号 1414

時 6月18日(日)午前10時～午後3時
場 西部ふれあいセンター
内 名鉄春日井駅自由通路の追加および西口・東口

駅前広場の区域変更に関する計画変更案の説明

都市計画道路の変更に関する説明会
都市整備課 ☎85－6234

時 7月9日(日)午後1時～4時(随時予約、25分以内)
内 民事などに関する法律相談

休日法律相談を実施
市民相談コーナー ☎85－6620 市議会常任委員会

議事課 ☎85－6492

委員会 日時 場所

①
予算
・
決算

6月19日(月) 本会議終了後
議場

6月28日(水） 午前10時から

②

文教経済
・
分科会

6月21日(水)

午前9時から
市役所

南館4階
全員協議会室

厚生
・
分科会

6月22日(木)

建設
・
分科会

6月23日(金)

総務
・
分科会

6月26日(月)

※開催しない場合や日程が変更になる場合あり
※傍聴を希望する人は、当日、①は市役所南館5階
傍聴案内へ〈定員は88人(車いす6人含む)〉、②は
午前8時30分～ 8時45分に議事課へ〈定員は5人(抽
選)〉

　令和4年4月1日から令和5年3月31日までの選挙
人名簿の抄本の閲覧状況を市ホームページで公表し
ています。

選挙人名簿の抄本の閲覧状況
　 市選挙管理委員会 ☎85－6071 ID    1008199ID

時 7月10日(月)午後1時～ 5時
場 かすがいげんきっ子センター
内 それぞれの会員活動に必要な知識を学ぶ
定 30人(託児10人、生後6か月から)〈先着順〉
申 6月17日(土)午前9時から、受講者の証明写真(縦

4cm×横3cm)2枚、子ども医療費受給者証(依
頼会員のみ)を持って、かすがいげんきっ子セン
ター窓口へ

※ 受講後、活動のための会員登録が必要

依頼会員・援助会員になるための講習会
かすがいげんきっ子センター内ファミリー・サポート・センター ☎35－3516

ID    1010363ID

　高齢者の長寿を祝い、地域の敬老意識を高める
ために地域などで開催する敬老会に対し補助金を
交付します。
対 区・町内会や自治会、地区社会福祉協議会など
補助金額：行事に要する費用のうち、下の表の金額を

限度として交付
世帯数 金額

　　100世帯まで 　　　　  2万円
　　101 ～ 300世帯                  3万円
　　301 ～ 500世帯                  5万円
　　501 ～ 1000世帯 　　　　  7万円
　　1001 ～ 2000世帯 12万円
　　2001 ～ 3000世帯 20万円
　　3001世帯以上 30万円

申 行事の開催前かつ11月30日(木)までに、申請書
(地域福祉課、市ホームページに用意)に記入し
て、地域福祉課へ

敬老会の地域開催に補助金を交付
               地域福祉課 ☎85－6176 ID     1028156ID

配布場所：市役所情報コーナー、坂下出張所、東部市
民センター、各ふれあいセンター、各公民館、
総合体育館、あい農パーク春日井、市観光コン
ベンション協会 ※市ホームページからもダウン
ロード可

桃とぶどうの直売所ガイドマップを発行
                      農政課 ☎85－6236 ID    1009338ID

　体が暑さに慣れていないこの時期こそ、熱中
症に注意が必要です。熱中症かなと思ったら、
涼しい場所に移動して体を冷やし、水分補給を
してください。本格的な暑さが始まる前に熱中
症対策を行い、夏を元気に過ごしましょう。

〇 喉の渇きを感じなくても、こまめに水分補給
〇 風通しがよく、暑さを避ける服装や冷却グッズ
　 を使用
〇 軽い運動で暑さに身体を慣らす　など

※万が一、ぐったりしている、または意識のない
人を見かけたら、すぐに救急車
を呼んでください。
 　　　

健康増進課 ☎85－6168

熱中症に気をつけましょう熱中症に気をつけましょう
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　令和6年1月7日(日)に開催する｢第42回新春春日井
マラソン大会｣を盛り上げる協賛企業を募集します。
協賛特典
○大会プログラムへ広告の掲載○募集要項へ企業ロ
ゴの掲載○大会ポスターへ企業名掲載○大会ホーム
ページへ企業名とバナーの掲載(9月下旬更新予定)
○会場内の協賛パネルへ企業ロゴの掲載○ゴールゲ
ート(ジョギングの部)へ企業名掲載
期 限：7月7日(金)まで
詳 細：新春春日井マラソン大会ホーム 

　　 ページへ

新春春日井マラソン大会の協賛企業
同実行委員会事務局 ☎84－7109

「ページ番号検索」に
ID入力で簡単検索■ 市ホームページ

開催日：7月22日(土)午後6時～8時30分〈小雨決行、
荒天中止時は翌23日(日)に順延〉

場 落合公園内駐車場　　定 30台(先着順)
期 限：6月23日(金)まで

納涼まつり障がい者用駐車場
  同実行委員会事務局 ☎85－6622 ID    1001329ID

採 用：令和5年7月1日 
定 1人(会計年度任用職員)
勤 務：週３～ 5日(応相談）
給 与：月額7万5000円～ 12万5000円程度
期 限：6月11日(日)まで

市民活動コーディネーター
　  ささえ愛センター ☎56－1943 ID    1031569ID

採 用：①令和5年10月1日②令和6年4月1日
職 種：調理職員　　定  ①1人程度②3人程度
給 与：市食育推進給食会の規定に
　　　   より決定 ※各種手当あり
期 限：6月26日(月)まで

市食育推進給食会職員
市食育推進給食会 ☎52－5505

採 用：令和5年10月1日（応相談)
職 種：事務職(障がい者)
定 1人程度
給 与：18万5200円から(大卒の場合) ※その他各

種手当あり
期 限：郵送は6月16日(金)〈消印有効〉、直接は6

月23日(金)まで
詳 細：市スポーツ・ふれあい財団
　　　   ホームページへ

市スポーツ・ふれあい財団正規職員
市スポーツ・ふれあい財団庶務課 ☎85－4320

家計調査に協力してください家計調査に協力してください
　家計調査は、毎月、総務省統計局が県を通じて
全国で行っています。この調査は私たちの暮らし
むきを家計の面から捉えるもので、一定の方法に
より選定された世帯に家計簿をつけていただきま
す。その集計結果は経済政策や社会政策の基礎資
料などとして活用されており、非常に重要な調査
です。調査員が伺ったときは、協力してください。
なお、調査内容は統計のためだけに使用しますの
でありのままを答えてください。

県統計課 ☎052－954－6104

採 用：欠員が生じたとき
内 市内の 公園・緑地などの草刈り、低木の刈り込みなど
職 種：①維持管理作業②施設管理
勤 務：月14日程度(土・日曜日、祝休日もあり)
期 間：令和6年5月31日(金)まで
給 与：時給①1092円②992円 ※通勤手当、一時

金あり(支給条件あり)
詳 細：市スポーツ・ふれあい財団
　　　   ホームページへ

公園維持管理作業員の登録者
公園管理センター ☎56－0414

相談先：県精神保健福祉センター
               ☎052－962－5377

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
　薬物乱用により、大切な脳が破壊されます。一
度使用すると自分の意志ではやめられなくなり、
心と体がむしばまれてしまいます。たとえ1回だ
けでも「乱用」です。絶対に使わないでください。
薬物乱用に関わる問題で困ったときは、一人で悩
まずに相談してください。
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